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1. はじめに 

1-1 研究の背景と目的 

食の安全性問題や国内農業の活性化への有効策として地産

地消の実践が広がっている。特に学校給食においては食育や

地域活性化のねらいから、各地で地産地消が実践されている。

そうした取り組みは地方農村でも見られるが、農業生産額に

対する地域内の消費額は僅尐であり、地産地消が地域に及ぼ

す影響の実態は経済面以外の要素にも着目して評価する必要

がある。本研究では地方農村の学校給食における地産地消の

取り組みを対象に、その特徴と地域への効果を明らかにする

ことで、学校給食の持つ役割並びに地方農村における地産地

消の意義について考察することを目的とする。 

1-2 先行研究 

 学校給食における地産地消の取り組みを対象とした論文に

は、食育効果についての研究 1、自給率調査や経済的効果の分

析から学校給食の役割とあり方について研究したもの 2などが

ある。本研究は地方農村を対象とし、数値的実態に加え関係

主体の意識から地域への効果を考察する点で特徴的である。 

1-3 研究の構成と方法 

 2 章で学校給食の変遷と本研究の対象地である山形県最上

郡真室川町の概要を文献調査より把握する。3,4 章では統計資

料調査及びヒアリング調査を用い、3 章では学校給食におけ

る地産地消の取り組みの数値的実態を、4 章では関係主体の

意識を明らかにする。5 章で総合考察、6 章で結論とする。 

2. 学校給食の概要と本研究の対象地 

2-1 学校給食の歴史的変遷 

 学校給食の発祥は 1889 年山形県鶴岡町であった。戦時中

の中断を経て 1947 年に学校給食が再開、1954 年に学校給食

法が制定され現在に至るまでの学校給食の基礎が確立された。

近年の動きとしては 2005 年の食育基本法制定に基づいた各

自治体における地産地消に関する計画の策定が挙げられる。 

2-2 学校給食と地方農村 

 アメリカによる援助を受け、パン食を中心に実施された学

校給食は日本人の食生活に大きな影響を与えた。その結果現

在では洋風の食生活が浸透し、米の消費量の減尐及び余剰が

生じている。さらに現在の地方農村は輸入農産物との競争や

後継者不足、耕作放棄地増加等の問題に直面している。 

2-3 対象地の概況 -山形県最上郡真室川町-【図 1】 

 真室川町は山形県の北端に位置し、その多くを森林に囲ま

れた山間地

域である。

22km2の耕

地面積を有

し、第一次産

業従事者数

は 792 人で

全人口 9331

人の約 17％

を占める。北

部は山地、南

部は盆地が広がり、年間を通じて日照時間が短く冬季の積雪

量の多い地域である。 

３. 学校給食における地場産食材使用の取り組みの実態 

3-1 調査概要 

 ヒアリング調査の概要は【表 1】の通りで、取り組みのシ

ステムは 3 章、経緯や意識の実態は 4 章で扱う。 

 

 

 

 

3-2 学校給食の食材調達システム 

 真室川町の学校給食における食材調達のシステムを【図 2】

に示す。農家は農協から年度初めに品目ごとの納入担当の依

頼を受け、それを踏まえ

て農協が学校給食で使用

可能な品目とその時期を

示した「集荷カレンダー」

を作成する。集荷カレン

ダーは各小学校に配布さ

れ、栄養教諭が決定した

献立に沿って各学校の栄

養士が農協や業者に発注

を行う。 

3-3数値的実態 

①学校給食における地場産食材使用量【表 2】 

 集荷カレンダーで使用可能とされる地場産食材は 16 品目

あり、2009 年度は枝豆・かぼちゃ・うどを除く 13 品目が給

食に使用された。地場産食材の使用可能時期は限られるため、

きゅうり・大豆・ほうれん草など通年で使用される食材ほど

地場産使用率が低下する傾向にある。一方たらの芽・うるい

等の特産品、なす・トマト等の夏野菜は使用率が高い。通年

でみると地場産の食材使用率は高くないものの、真室川町の

学校給食では季節に合わせ旬の地場産食材を多く用いている。 

②真室川町の農業総生産から見た学校給食への納入 

 金額でみると、真室川町の農業総生産額 4.4 億円に対して

給食への納入額は約 54 万円、比率にして約 0.1%とかなり小

さい割合を占める。食材別の町内総生産量と給食への納入量

を見ても同様に【表 3】、殆どの品目について給食への納入率

【図 1】真室川町の位置と小学校 

【表 1】調査概要 

【図 2】食材調達システム 

【表 2】発注状況から見る学校給食の地場産食材使用量 【表 3】農業総生産より見る学校給食への納入 
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は 1%未満となっている。学校給食への食材納入が同町の農業

にとって大きな経済的効果を生むものではないことがわかる。 

3-4 取り組みに関連する交流の実態 

 取り組みを機に生産者と栄養士、児童らの間に交流が増え

た。主なものとして①栄養教諭による生産者訪問、②生産者

による野菜の紹介、③児童からの手紙などが挙げられ、その

やりとりはランチルームや集荷所への掲示を通じて児童・農

家双方に紹介されている。 

4. 学校給食における地産地消の取り組みに対する意識 

4-1 地産地消の取り組み開始の経緯【表 4】 

 地場産食材の使用を開始した契機は、小学校栄養士による

働きかけであった。この栄養士は食生活の改善に強い関心が

あり、食育基本法の制定や米飯給食の回数増など社会的な関

心の高まりの下、農協等関係主体に積極的に働きかけたこと

が学校給食における地場産食材使用の開始につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 取り組みに対する意識 【図 3】 

 ヒアリング結果から取り組みに関して言及の多かった項目

について整理した結果、大きく三つのテーマが把握された。 

 1 点目は金銭的・物的なメリットについての意識である。

農協、農家の間に取り組みを通じた具体的なメリットを期待

する意識はなく、それを認識した上で学校用の食材小分けや

輸送などのコストを負っている。一方栄養士側からは価格面

や新鮮さなど品質面の良さが取り組みの大きなメリットとし

て挙げられた。栄養士側にコストはないが、価格面に課題を

感じているという意見も聞かれた。 

 2 点目は交流から得られるメリットについての意識である。

取り組みから派生して行われ始めた交流によるメリットとし

て栄養士側からは顔が見える安心感や、児童が野菜を身近に

感じ興味を持っていることなどが挙げられた。農協・農家に

は交流からやりがいを感じ、それがメリットとして認識され

ている。生産者側からは地場産食材の使用を歓迎する意見が

聞かれ、取り組みを通じて品質を評価され感謝の声を聞くこ

とが大きなやりがいとなっていることが伺える。 

 3 点目は取り組み展開にあたっての今後の体制作りについ

ての意識である。今後への展望として栄養士からは使用可能

な品目を増やすこと、規格外品を安く購入できることが望ま

れている。農家の中にも品目を増やす意志が見られるが、農

協は地域農業の展望が見えないことを背景に品目の増加は難

しいと認識しており、農協を中心とした体制での取り組みの

展開には限度がある。規格外品の提供については安全性の保

証が課題であり、栄養士・農家共に慎重な姿勢を示している。 

4-3 本章のまとめ 

学校給食を通じて栄養士・児童と交流し食材の評価を受け

ることは生産者側にとって大きな精神的メリットとなってい

る。栄養士側は今後に関し体制づくりによってより望ましい

取り組みの形を考えているが農協・農家の意識を見る限り難

しいと言える。 

5. 総合考察 

5-1 学校給食が地産地消において持つ役割 

学校給食は食習慣への影響力が大きいと同時に教育活動の

一環として農家との交流がしやすく、地産地消の取り組みを

通じた生産者と栄養士・児童らのコミュニケーションの場と

して期待されている。 

5-2 地産地消の取り組みが地域に与える影響 

取り組みにおける生産者側のメリットは交流によるやりが

いであるが、その実態とは取り組みを通じて栄養士や子ども

に評価され感謝されることで、地域の農業の価値を認められ

ることから生じるものであり、金銭では計れない価値を有し

ている。しかし取り組みを継続する上ではコストやデメリッ

トへの対策を十分に行うことが必要である。 

5-3 農協に代わる組織の可能性 

 地産地消の取り組みの展開には学校給食の性質上、安全性

の保証が必須となる。現在は農協がその役割を負っているが、

品目増や規格外品の利用など今後の取り組みを考えると、そ

の展開には農協に代わる組織の導入による流通が考えられる。

新たな消費形態の可能性についての考察は今後の課題である。 

6. 結論 

・地方農村の学校給食における地産地消の取り組みについて、

数値的実態を把握した。 

・学校給食において地場産の食材を使用することの効果及び

意義について考察し、展開の可能性を示した。 
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【表 4】地産地消の取り組み開始の経緯 

【図 3】学校給食における地産地消の取り組みに対する意識 


